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報雑

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

(
昭
和
四
一
年
四
月
J
昭
和
四
一
年
七
月
)

法学会記事

一
、
五
月
二
七
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分

l
四
時
一
ニ

O
分

O
「

法

解

釈

学

の

方

法

」

報

告

者

厳
出
席
者
一
六
名

題
し
て
「
法
解
釈
学
の
方
法
」
。
「
現
代
法
講
座
制
」
所
収
の
「
法
解

釈
学
に
お
け
る
論
理
と
利
益
衡
量
」
(
加
藤
一
郎
)
が
詳
細
に
紹
介
さ

れ
、
報
告
者
の
所
感
が
述
べ
ら
れ
た
。
右
論
文
が
常
々
報
告
者
が
半
ば

意
識
し
て
い
た
こ
と
を
、
明
快
に
表
現
し
て
い
る
点
、
益
す
る
と
こ
ろ

大
で
あ
る
よ
評
価
さ
れ
、
つ
い
で
、
利
益
衡
量
の
基
準
、
法
解
釈
に
一

定
の
枠
は
存
す
る
の
か
、
論
理
の
法
解
釈
学
に
お
け
る
重
要
性
は
や
は

り
見
落
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
等
々
出
席
者
一
六
名
の
ほ
と
ん
ど
が
な

ん
ら
か
の
発
言
を
行
な
い
、
活
発
な
研
究
会
で
あ
っ
た
。

二
、
六
月
二
四
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分

i
四
時
三

O
分

O
「ロ
1
7
法
に
お
け
る
問
題
的
思
考
」
報
告
者
小
菅
芳
太
郎

出
席
者
一
二
名

ド
イ
ツ
民
法
学
に
お
い
て
、
従
来
の
体
系
的
・
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

な
傾
向
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
「
問
題
的
思
考
」
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。
今
回
は
、
こ
の
「
問
題
的
思
考
」
な
る
問
題
を
提
起
し
た
フ
ィ
グ

重

夫

ヱ

l
ク
(
寸
D

立
r
ロ
ロ
仏
』
戸
ω昂同

VHtgN)
の
議
論
、
カ
l
ザ
l

・
ヴ
ィ

ア
ッ
カ
l
の
議
論
を
詳
細
に
紹
介
す
る
。
ト
ピ
l
ク
、
す
な
わ
ち
、
厳

格
に
演
鐸
的
に
で
は
な
く
解
決
さ
る
べ
き
問
題
の
取
扱
い
に
お
け
る
観

点
お
よ
び
議
論
の
発
見
お
よ
び
利
用
の
技
術
、
が
解
釈
学
方
法
論
と
し

て
大
い
に
有
用
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
今
回
は
、

ロ
1
7
法
の
も
と
で
、
「
問
題
的
思
考
」
は
す
で
に
存
在
し
た
の
か
ど

う
か
、
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
適
用
を
み

た
か
、
を
紹
介
。
法
律
史
・
解
釈
学
・
方
法
論
、
の
各
分
野
に
わ
た
り

白
興
味
深
く
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
。

臨
時
会
、
七
月
九
日
(
土
)
午
後
二
時
1

五
時

O
「
ア
メ
リ
カ
の
地
方
自
治
」
報
告
者
シ
ョ
ウ
・
サ
ト
ウ

出
席
者
一

O
名

シ
ョ
ウ
・
サ
ト
ウ
(
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
教
授
・
公
法
)
氏
を
か

こ
む
懇
談
会
。
主
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
地
方
自
治
に
つ
い
て
、
ア
メ

リ
カ
の
場
合
、
わ
が
国
の
場
合
を
対
照
し
つ
つ
、
質
疑
応
答
し
た
。
ア

メ
リ
カ
と
わ
が
国
の
場
合
、
「
地
方
自
治
」
に
対
す
る
感
覚
に
大
き
い

差
が
あ
る
こ
と
、
ア
メ
リ
カ
で
も
、
古
典
的
な
地
方
自
治
は
う
す
れ
つ

つ
あ
る
こ
と
、
そ
の
他
、
地
方
団
体
の
構
成
・
財
政
な
ど
に
つ
い
て
も

懇
談
し
た
。

臨
時
会
、
七
月
一
六
日
(
土
)
午
後
二
時
l
四
時
三

O
分

O
「
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
生
活
」
報
告
者
ジ
ヤ
ヅ
ク
・
ロ
ベ
ー
ル

通

訳

深

瀬

忠

一

出
席
者
一
一
名
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法学会・公法研究会記事

ジ
ヤ
ヅ
ク
・
ロ
ベ
ー
ル
(
グ
ル
ノ
l
プ
ル
大
学
教
授
・
公
法
・
日
仏

会
館
長
)
氏
を
か
こ
ん
で
懇
談
。
氏
の
午
前
中
の
同
名
の
講
義
を
素
材

と
し
て
、
主
と
し
て
、
出
席
者
側
よ
り
質
問
す
る
と
い
う
形
で
進
め
ら

れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
は
政
治
好
き
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
示

す
現
象
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
、
が
あ
る
か
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
も

っ
と
も
関
心
を
抱
い
て
い
る
政
治
問
題
は
何
か
、
ド
・
ゴ

l
ル
の
欧
州

統
合
の
イ
デ
l
、
ド
・
ゴ
!
ル
政
権
の
支
持
基
盤
は
何
か
、
な
ど
に
つ

い
て
質
疑
応
答
。
明
快
な
通
訳
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
話
題
の
提
出
が
豊

富
で
あ
っ
た
こ
と
が
印
象
に
残
る
。

一
二
、
七
月
一
一
一
一
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分
|
四
時

O
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ハ
プ
ス
プ
ル
ク
帝
国
史
の
研
究
状
況
」

報

告

者

矢

田

俊

隆

出
席
者
二
ハ
名

第
一
次
大
戦
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
は
、
内
部
に

か
か
え
こ
ん
だ
異
民
族
を
ど
の
よ
う
に
統
制
し
て
い
た
か
、
な
に
が
ゆ

え
に
帝
国
は
崩
壊
し
た
か
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
今
日
、
人
種
問
題
を

か
か
え
る
ア
メ
リ
カ
の
学
者
の
関
心
を
ひ
く
。
報
告
者
は
、
今
年
四
月

ア
メ
リ
カ
で
聞
か
れ
た
学
会
(
吋
「
ゅ
の
S
F
B
R
O
Dロ
F
o
Z巳
5
・

E
z
q
句

5
r
r
g
E
H
7
0
国
与
与
民
間
宮

D
E『
n
S
E
同

Z
S
H
V

C
ロ
zq)
に
お
け
る
動
向
を
素
材
に
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
史
の
研
究

が
ア
メ
リ
カ
で
広
い
研
究
者
を
ひ
き
つ
け
て
い
る
こ
と
、
東
欧
・
西
欧

の
研
究
者
も
多
数
あ
る
こ
と
、
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
は
多
岐
に
わ
た
る

が
、
研
究
方
法
(
態
度
〉
に
お
い
て
客
観
性
が
増
し
た
こ
と
、
を
報
告
。

こ
の
よ
う
な
研
究
が
、
一
見
、
き
わ
め
て
特
殊
H
H
専
門
的
研
究
で
あ
る

か
の
如
く
み
え
な
が
ら
、
す
ぐ
れ
て
現
代
的
な
問
題
に
関
係
を
有
す
る

研
究
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。
報
告
者
の
帰
国
談
も
ま
じ
え
て
、

懇
談
し
た
。

北
海
道
大
学
法
学
部
公
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四
一
年
四
日
J
昭
和
四
一
年
七
月
)

一
、
五
月
六
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判
例
時
報
三
九
五
号
五
頁

O
判
例
時
報
三
九
六
号
三
五
頁

O
判
例
時
報
三
九
七
号
八
頁

二
、
五
月
一
一
一
一
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判
例
時
報
三
九
八
号
一

O
頁

O
判
例
時
報
四

O
一

号

三

頁

O
判
例
時
報
四

O
六
号
四
八
頁

コ
一
、
五
月
二

O
日
(
金
〉
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
一

O
号

六

頁

O
判
例
時
報
四
一
一
号
二
九
頁

O
判
例
時
報
四
一
一
一
一
号
三
頁

四
、
六
月
一

O
日
(
金
〉
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
一
四
号
八
頁

O
判
例
時
報
四
二
三
号
二
四
頁

栃秋笹

内山川

深古中

瀬川村

仁、J

千小

野葉
(
瑞
)

+ゴ4
f
 

メ入
I 秋千

葉
(
卓
)

山

北法17(1・159)159 



報

五
、
六
月
一
七
日
〈
金
)
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
一
九
号
三
頁

O
判
例
特
報
四
二
五
号
二
六
頁

六
、
七
月
一
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
三

O
号
二
四
頁

O
判
例
時
報
四
=
二
号
七
頁

O
判
例
時
報
四
コ
一
三
号
二
四
頁

七
、
七
月
一
五
日
(
金
)
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
三
四
号
三
一
頁

O
判
例
時
報
四
三
六
号
一
四
頁

雑

熊

本

北
海
道
大
学
法
学
部
刑
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四
一
年
四
月
J
昭
和
四
一
年
七
月
〉

公法・刑事法・政治学・民事法研究会記事

一
、
六
月
一
一
日
(
土
)
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
二
五
号
二
ハ
頁

栃

内

千能

勢
・
中

葉
・
古

J!I村

深古中

瀬川村

仁

北
海
道
大
学
法
学
部
政
治
学
研
究
会
記
事

(
昭
和
四
一
年
四
月
J
昭
和
四
一
年
七
月
〉

千小

野葉
(
瑞
)

一
、
読
書
会
(
毎
月
二
回
輪
番
制
)

o
bテ
昨
l
町
二
一
「
ズ
時
「
意
識
と
社
会
」

O 、O
佐エ六円
l 月 E.
治リヨ与
山一-
守主百 E
夫フ木::l、/
ロ烈
ム紹日
訳著介工
-， 0> 
フ ロ
ロ
イ

の
使
命
Lー

阿

北
海
道
大
学
法
学
部
民
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四
一
年
四
月
l
昭
和
四
一
年
七
月
)

一
、
五
月
六
日
(
金
〉
判
例
研
究

O
判

例

時

報

四

三

四

号

四

二

頁

O
最
高
民
集
一
八
巻
八
号
一
八
二
三
頁

O
最
高
民
集
一
九
巻
二
号
四
九
七
頁

O
最
高
民
集
一
九
巻
五
号
一
二
七
五
頁

二
、
五
月
一
一
一
一
日
(
金
)
学
会
報
告

O
労
働
法
学
会
「
労
働
委
員
会
制
度
に
つ
い
て
」

O
比
較
法
学
会
第
二
部
会

「
社
会
主
義
法
諸
国
に
お
け
る
法
典
化
の
問
題
」

三
、
五
月
二

O
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
集
一
九
巻
三
号
六
五
八
頁

O
民
集
一
八
巻
八
号
一
六
三
七
頁

O
民
集
一
八
巻
一

O
号
二
二
六

O
頁

O
民
集
一
八
巻
一

O
号
一
二
二
七
頁

四
、
六
月
=
百
(
金
〉
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

山J!I 中相大佐後神藤米

部
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民事法研究会記事

。
民
集
一
九
巻
四
号
一
一
四
三
頁

O
民
集
一
九
巻
コ
一
号
七

O
一二一貝

O
民
集
一
九
巻
四
号
九
八
六
頁

五
、
六
月
一

O
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
集
一
九
巻
七
号
一
七

O
五
頁

O
民
集
一
九
巻
六
号
二
ハ

O
O頁

O
民
集
一
九
巻
三
号
六
三
二
頁

O
民
集
一
九
巻
二
号
二
三
三
頁

六
、
六
月
一
七
日
(
金
〉
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
判
例
時
報
四
四
三
号
二
ハ
頁

O
民
集
一
九
巻
二
号
四
五
一
二
一
良

O
民
集
一
八
巻
八
号
一
五
五
九
頁

民
集
一
九
巻
四
号
七
九
七
頁

七
、
七
月
一
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
集
一
八
巻
九
号
一
九
O
O頁

民
集
一
九
巻
四
号
九
七
六
頁

民
集
一
九
巻
六
号
一
五
五

O
頁

O
民
集
一
九
巻
五
号
一
一
九
八
頁

O
民
集
一
九
巻
五
号
一
一
五
三
頁

八
、
七
月
一
五
日
(
金
)
判
例
研
究

O
労
働
民
集
一
五
巻
二
号
二
三
二
真

。
墨
田
向
民
集
一
九
巻
二
号
一
九
七
頁

O
最
高
民
集
一
九
巻
二
号
五
二
六
頁

石近菅高松大五
十

橋田淵嵐

半川神五
十
嵐

大

和

菅

原

松神佐

川藤原

九
、
七
月
二
五
日
(
月
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
民
集
一
九
巻
四
号
八
二
二
頁

O
民
集
一
九
巻
四
号
一

O
二
七
頁

O
民
集
一
八
巻
八
号
一
八
三
七
頁

O
民
集
一
八
巻
一

O
号
一
二
七
九
頁

田井回回目保

大後川
蔽

淵藤井
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